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（答） 

○ 鉄道等の公共交通機関については、新型コロナウイルス

の影響により需要が大幅に減少し、各社の経営に大き

な影響が生じております。 

 
○ こうした状況に対し、国としても日本政策投資銀行の危機

対応融資等の活用や雇用調整助成金など、業種横断的に事

業継続に向けた支援を行ってきたほか、ＧｏＴｏトラ

ベル事業を通じた観光需要を喚起することで、旅客需要

の回復にもつながることを期待しております。 

 
○ また、税制については、国税・地方税の納税猶予の特例

措置が講じられているほか、来年度税制改正要望におい

ても、期限切れを迎える各種税制について延長・拡充要

望等を行っているところです。 

１．新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、大手・中

小を問わず、すべての公共交通事業者の経営がきわめて厳

しい状況となっていることから、事業存続に向けた支援策の

創設とそのための予算を確保していただくこと。また、現在、

中小企業・小規模事業者等に固定資産税・都市計画税の減

免が行われていますが、公共交通の維持・確保に向けて、大

手事業者とその子会社にも適用されるよう、関係省庁と連携

をはかり、公租公課について特例猶予および減免制度を延

長・拡大するなど税制改正を含め対策を講じていただくこと。 
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〇  引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の状況を注
視しつ 

つ、各事業者のご要望をよく聞いて、適時適切に必要な

支援に取り組んでまいります。 
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２．ＪＲ北海道及び四国会社は、経営安定基金の運用益に対

する鉄道・運輸機構の利益保証が終了し、全額自主運用を

余儀なくされることにより厳しい経営環境にあります。 

とりわけ国鉄清算事業団債務等処理法は2020 年度で期

限切れを迎えますが、引き続き 2021 年度以降の支援継続

のために法改正を行うとともに新たな支援策の枠組みに

ついて検討いただくこと。 

国鉄改革のスキームとして整備新幹線建設に伴い経営

分離し、発足した第三セクター会社に対して「貨物調整金」

制度が適用されていますが、ＪＲ北海道及び四国会社に対

して、経営動向を踏まえながら、引き続き必要な法改正も

含めて財政負担の軽減など持続可能な恒久的支援策を講

じていただくこと。 

 

（答） 

○ ＪＲ北海道及びＪＲ四国に対する現在の政府による支

援の期限は、現行法上、令和２年度末までとなっております。 

 
○ 両社の経営自立に向けたその後の支援のあり方や法案

の提出については、両社における経営改善に向けた取組

状況等も勘案しつつ、検討を行ってまいります。 
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（答） 

○ ＪＲ九州の利用の少ない線区においては、ＪＲ九州、地

元自治体、住民等の関係者において、利用促進、活性化

に向けた協議が進められております。 

 
○ 運輸局としても、地域における持続可能な交通体系の構

築・維持のため、関係者間の協議に対し、引き続き必

要な助言等を行って参りたいと考えております。 

３．ＪＲ九州会社は人口減少や高齢化、マイカーの利用拡大な

どから、地方交通線では鉄道の特性を発揮することは困難な

現状にあり、自立経営が求められながらも、厳しい経営に置

かれていることに変わりはありません。日田彦山線のＢＲＴ復

旧が正式合意されましたが、被災線区の鉄道復旧など、今後

とも地域住民の足を守るために、持続的な地域公共交通ネッ

トワークの構築に向け、すべての関係者による真摯な協議が

促進されるよう、国による強力な指導と支援を行っていただく

とともに、従来の枠を超えた柔軟な財源確保のための措置を

講じていただくこと。 
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４．トンネルや鉄橋をはじめとした鉄道構造物はすでに５

０年以上を越えている設備が多く、特にＪＲは旧国鉄か

らの古い路線や設備を引き継いでおり、適宜修繕を行っ

てきたものの、今後は順次大規模改修が必要となってい

ます。こうした大規模改修に対する設備投資は安全投資

の根幹ですが、鉄道事業者にとっては相当の経営負担を

伴うことから、施設の維持・更新、車両も含めた老朽化

対策に対して大規模修繕にかかる税制面を含めた支援を

図っていただくこと。さらにこのたび新たに努力義務化

された地域公共交通計画の策定と、地域旅客運送サービ

ス継続事業、地域公共交通利便増進計画の実施に必要な

財政上の支援措置を講じていただくこと。また、安全・

安心な鉄軌道を構築するために、鉄道施設総合安全対策

事業費等補助金、都市鉄道整備事業費補助金、鉄道技術

開発費補助金、鉄道整備等基礎調査、踏切保安設備整備

費補助金等の予算を確保し、要件の緩和と補助率を拡充

していただくこと。 

 

（答） 

○ 鉄道事業は、営利を目的とする鉄道事業者により営ま

れるものであるため、鉄道施設の老朽化対策について

は、鉄道事業者が自らの資力により実施することを基本と

しています。 

 
○ しかしながら、経営が厳しく、自らの資力のみでは老朽

化対策を行うことが著しく困難な鉄道事業者に対し

ては、将来的な維持管理費を低減し、長寿命化に資す
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る鉄道施設の補強・改良に対して支援しております。 

 
○ また、鉄道施設総合安全対策事業費補助の老朽化対策事

業による補助を受けて取得する鉄道施設については、

固定資産税の特例措置を講じています。 

 
○ 引き続き、予算の確保等に努め、鉄道施設の適切な維持管

理が図られるよう取り組んで参りたいと考えております。 
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【地域公共交通計画の策定等に対する支援】 

（答） 

○ 国土交通省では、先の通常国会で改正した「地域公共交

通活性化再生法」において、地域における移動ニーズに対

し、きめ細やかに対応できる立場にある市町村等が中心

となって、地域公共交通のマスタープランを策定し、公

共交通サービスの改善を図ることとしました。 

 
○ 加えて、過疎地などにおいては、バスの維持が困難となっ

た場合、公募等により他の輸送手段によるサービスの維持

を図る制度（地域旅客運送サービス継続事業）を創設した

ところです。 

 
○ あわせて、「地域公共交通確保維持改善事業」により、 

• 幹線バス交通、デマンドタクシー等の生活交通の確

保・維持への支援（地域公共交通確保維持事業） 

• 地域公共交通ネットワーク形成に向けた、実証運行を

含む計画策定等への支援（地域公共交通調査等事業）

等、持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向けた 

４．（前略） 

さらにこのたび新たに努力義務化された地域公共交通計

画の策定と、地域旅客運送サービス継続事業、地域公共交

通利便増進計画の実施に必要な財政上の支援措置を講じて

いただくこと。 

（後略） 
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取組に対して支援しており、令和３年度概算要求において 

は、所要額を要求しているところです。 

 

○ 今後とも、地域の実情に応じた生活交通の確保に向けて、

必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。 
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（答） 

○ 災害復旧事業については、経営が厳しく、鉄道事業者の

資力のみで復旧することが著しく困難な場合には、災害

復旧事業に要する費用の一部を補助する制度があり、

平成３０年度、鉄道軌道整備法の改正により、黒字の鉄

道事業者であっても、一定の要件を満たせば、補助するこ

とが可能となるなど、制度の拡充が行われたところです。 

 
○ 国土交通省としては、被災した鉄道が早期に復旧される

よう、鉄道軌道整備法による制度などとともに、他事

業との連携も含め、必要な支援を行ってまいります。 

５．ＪＲ各社では、近年、台風や集中豪雨などの自然災害が多

発し、多くの鉄道施設に甚大な被害が発生しています。改正

鉄道軌道整備法により災害復旧事業費補助制度が緩和され

ましたが、経営基盤が脆弱な地域鉄道の早期復旧につなが

るよう、さらなる補助率の引き上げなど拡充を検討していただ

くこと。 
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５．災害発生時における生活物資輸送などの円滑な流通に向

けて、多様な輸送モードの特徴を活かした複合一貫輸送の

推進、さらに被災した鉄道の代替輸送や迂回路の確保など

鉄道ネットワークの維持に向けた取り組みを講じていた

だくこと。 

 
（答） 

〇 ＪＲ貨物の輸送ネットワークの維持については、物流の確
保の観点から重要と考えております。 

 

〇 ＪＲ貨物においては、近年多発している大規模な自然災害
を踏まえ、災害時の代替輸送を迅速に行うため災害リスク
に備えるための取組み（ＢＣＰ）を進めております。 

 

〇 国土交通省としても、大規模災害など不測の事態が起きた
際、ＪＲ貨物の輸送ネットワークを維持するため、災害リ
スクに備えるための取組に対して、必要な指導・監督を行
ってまいります。 
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（答） 

＜設置基準数の見直し＞ 

○ ホームドアの整備については、交通政策基本計画におい

て、2020 年度までに全国で約800 駅に整備することを目

標として定め、計画的に整備を推進してまいりました。

2019 年度末時点で 855 駅（※速報値）まで整備が進ん

でおり、目標を達成したところです。 

 

○ 同計画においては、視覚障害者団体からの要望が高い駅

及び１日当たりの平均利用者数が 10 万人以上の駅を優

先して、ホームドア等を整備することとされておりますが、

６．   ホームドア・可動式ホーム柵の整備にあたっては、「１日

あたりの利用者数が１０万人以上の駅」について原則ホームド

アを設置するとされていますが、鉄道駅の利用状況などを勘案

しながら設置基準数について見直し、なお一層の設置促進を図

るとともに地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率を引き

上げられたい。また、これらの設備の増加は、維持・管理等保有

コストの増加につながり、鉄道事業経営を圧迫することから、補

助と税制優遇による支援を拡充していただくこと。また、近年、

費用負担について、厳しい財政状況に置かれている地方自治

体の負担が３分の１を下回ることにより、結果的に鉄道事業者

がその不足分を負担するという事例も発生しています。ついて

は、地方自治体が負担すべき不足分については、国が充当して

いただくこと。 
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国土交通省としては、10  万人未満の駅についても、転落

事故の発生状況やホームの混雑状況等の駅の状況を勘案

した上で、10 万人以上の駅と同程度に優先的な整備が必

要と認められる場合にホームドアの整備を進めてまいり

ました。 

 

 

○ 現在、令和３年度以降の新たな整備目標の設定に向けて検

討を進めており、本年７月に公表した、バリアフリー基本

方針における次期目標に関する「中間とりまとめ」におい

て、１日当たり利用者数１０万人以上の駅のみならず、１

０万人未満の駅も含めて番線単位の数値目標を設定するこ

ととしております。 

 

＜補助と税制優遇による支援＞ 

○ ホームドアの整備に対する支援については、補助制度の

充実を図るため、令和２年度より鉄道施設総合安全対策事

業のメニューを拡充し、ホームドアを新たに補助対象に加

えたところです。 

 

○ また、鉄道事業者にとっては、これまでに整備したバリ

アフリー施設の維持管理のための負担が増えることから、

施設の取得後における負担軽減を図るため、税制面での
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特例措置を設けております。 

 

○ バリアフリー設備への税制面、予算面での支援は重要な

ものであると認識しており、今後とも、適切に対処してま

いります。 

 

 

＜補助率の引き上げ、地方負担分の充当＞ 

○ バリアフリー設備の整備にあたっては、バリアフリー法

の理念に基づき、国と地方自治体と鉄道事業者が連携して

整備を推進することを基本としております。これに基づき、

国は 3 分の１を基本に支援し、残りの費用負担は、自治体

と鉄道事業者の協議により負担割合が定められるものと

考えております。 
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（答） 

○ 検査体制については、保安監査等を通じて鉄道事業者に指

導しているところであり、今後も同様に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 
○ 事故防止関連設備や保安に資する設備の設置は、原則とし

て鉄道事業者において対応するものと考えておりますが、

国土交通省としては、他事業者における先行事例の情報

提供などの技術的な支援について積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 

７．JR 各社に対して、検査体制の充実と必要な対策を講ずるよ

う指導と支援を行っていただくとともに在来線も含めてATS 装

置や異常時列車停止装置、脱線防止設備など、事故防止関

連設備や保安に資する設備の設置に関わる補助制度を充実

および新設していただくこと。 
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（答） 

○ 国土交通省においては、環境省と連携し、２０１３年(平

成２５ 年)度から省電力化・低炭素化に取り組む鉄軌道事

業者に対する支援を行ってまいりました。 

 
○ 現在は、「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構

築事業のうち鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素

化促進事業」と事業名を変更しておりますが、交通シス

テムの低炭素化のため、エネルギーを効率的に使用する

ための先進的な省エネ設備・機器の導入を支援している

ところであり、引き続き環境省と連携し、所要額の確保に

努めてまいります。 
（参考）鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業 

 

 予算額 

平成３０ 年度 １１ 億円の内数 

令和元年度 １５ 億円の内数 

令和２ 年度 ８０ 億円の内数 

令和３ 年度（ 要求） １２５ 億円の内数 

７．（前略） 

都市鉄道では相互直通運転区間の延伸により、些細なトラブ

ルが大規模な輸送障害につながる事例が多く見られることか

ら、大規模な輸送障害対策のための事業費を拡充されたい。 

また、2013 年度から環境省と連携し、鉄軌道事業者におけ

る省電力・低炭素化に資する設備の導入を支援している「エコレ

ールラインプロジェクト事業」について、引き続き継続し、予算を

確保していただくこと。 
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（答） 
○ 整備新幹線の開業に伴いＪＲから経営分離された並行在

来線につきましては、地域の力で維持することが基本

と考えております。一方で、並行在来線事業者の厳しい経

営環境に鑑み、これまでも、国においては様々な経営支援

のための措置を講じているところです。 
 
 

【支援措置】 

① 貨物調整金制度 

ＪＲ貨物が並行在来線事業者に支払う線路使用料について、通常ＪＲ旅客会社

に支払う額に上乗せして支払うもの 
② 地域鉄道事業者の安全投資に対する補助制度 

地域鉄道事業者の行うレール、枕木、車両等の更新費用の１／３を補助 

③ 税制上の優遇措置 

経営分離の際にＪＲから並行在来線事業者へ譲渡される資産（土地、鉄道施設

等）の固定資産税、登録免許税等の減免 

 

○ 国土交通省としては、引き続き、並行在来線事業者の経

営の状況を十分把握しつつ、これらの措置が最大限活用

されるよう適切に対応して参ります。 

 
８．整備新幹線建設に伴う並行在来線については、特に安全 
対策を重視した鉄道路線として維持し、貨物輸送の継続な

ど鉄道輸送ネットワークを活かして、地域住民の生活や物

流を確保していただくこと。 
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（答） 

〇 ＪＲ貨物がＪＲ旅客会社に支払う線路使用料については、

国鉄改革化の際に、ＪＲ貨物の収益性を確保し、鉄道貨物

輸送のサービスを維持していく観点から、貨物輸送によっ

て傷んだレールやマクラギ等の修繕費、いわゆるアボイダ

ブルコストのみに限定することとされたところであり、Ｊ

Ｒ貨物とＪＲ旅客会社６社との間では、この考え方に沿っ

て、鉄道線路の使用に関する協定が締結されているところで

す。 

 

〇 国鉄改革においては、このような線路使用料のあり方を前

提として、ＪＲ各社の経営が成り立つように、ＪＲ旅客会

社に対して経営安定基金の設置や、国鉄長期債務の承継免

除などの制度設計が行われたところです。 
 
 

８． 整備新幹線建設に伴う並行在来線については、特に安全

対策を重視した鉄道路線として維持し、貨物輸送の継続など

鉄道輸送ネットワークを活かして、地域住民の生活や物流を

確保していただくこと。とりわけ青函トンネルは、北海道～本

州間の旅客輸送はもとより、貨物ルートとしても極めて重要な

役割を果たしており、将来にわたって貨物列車の運行本数や

列車ダイヤは保障されなければなりません。そのためにも、

第三セクターの安定した経営基盤の確立をはかるとともに、Ｊ 

Ｒ旅客会社とのダイヤ調整問題、ＪＲ貨物の経営が成り立つ

仕組みを前提とした線路使用料の見直しと法的措置を確立し

ていただくこと。 
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〇 ＪＲ貨物がＪＲ旅客会社に支払う線路使用料の扱いにつ

いては、このような経緯を十分に踏まえた上で検討するこ

とが必要と考えております。 

 

〇 一方、国土交通省では、ＪＲ貨物の経営基盤の強化を図る

ため、設備投資に対する税制優遇措置や無利子貸付など、

累次にわたる支援を行ってきたところです。 

 

〇 ＪＲ旅客会社とのダイヤ調整については、基本的には、線

路容量の物理的制約の状況やその解決策を熟知している当

事者間の自主的な調整に委ねることが適当であると考えて

います。 
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（答） 

〇  貨物鉄道輸送は、CO2 排出量が営業用トラックに比べ

て 11分の 1 であり、地球環境に優しいことに加え、貨

物列車 1 編成で営業用トラック 65 台分の貨物を輸送

できることから、近年のトラックドライバー不足に対応

し、物流の生産性向上を図る上でも重要な役割を担ってい

ます。 

こうした観点から、貨物鉄道へのモーダルシフトを進

めていくことが重要であると考えています。 

 

〇 国土交通省では、平成２８年１０月に施行された改

正物流総合効率化法に基づき、貨物鉄道へのモーダルシ

フトを行う取組を認定し、認定を受けて鉄道貨物量を

増やした荷主企業等に対して、運行経費の一部補助を行

っているところです。 

また、旅客鉄道を活用した貨物輸送に必要な車両や荷

物用のリフト等の駅等の設備、ＪＲ貨物が取得する機関

車について、固定資産税の特例措置を講じております。 

 

〇  引き続き、貨物鉄道へのモーダルシフトの促進に向け

て必要な対応を図ってまいります。 

９． 改正物流総合効率化法による支援措置について、鉄道貨

物輸送分野における適用範囲は限られており、鉄道貨物輸

送の利用促進をさらに図るために適用範囲の拡充が求めら

れています。モーダルシフトの一層の促進に向けて、ＪＲ貨物

が輸送力増強策として進めるインフラ整備に対して助成制度

の拡充を図るとともに、無利子貸付融資枠の拡大や税制上の

特例措置等を拡充・強化していただくこと。 
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（答） 

○ 鉄道路線を廃止する場合は、鉄道事業法に基づき、廃止予

定の１年前までに国土交通大臣に届け出ることとなっ

ています。 

 

○ その届出があった場合には、国土交通大臣は、廃止を行

った際の公衆の利便の確保に関し、関係地方公共団体や

利害関係人の意見を聴取することとしております。 

また、関係地方公共団体の知事から申出があった場合は、

代替交通機関の確保等に係る関係者間の調整を行うため、

地方運輸局の主催で地元協議会を開催することとなって

おります。 

 
○ こうした地元での協議を通じて、鉄道事業廃止後における

代替交通機関の確保が図られております。 
 

○ なお、これまでの廃止事例にあっては、鉄道事業者にお

いて、地域に対し丁寧な協議を行い、その理解を頂きなが

ら、廃止の届出が行われることが一般的です。 

 
１０．2000 年の鉄道事業法改正以降、路線の廃止手続きにつ 
いては「事業者の届け出制」となっていますが、鉄道事業者

単独での路線の維持・存続は厳しい状況にあることはいうま

でもありません。鉄道事業法の見直しも含めて、沿線自治体

や住民の十分な理解を得ることを届け出の条件とするよう再

検討いただくこと。 
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（答） 

○ 地域鉄道の安全性の向上に必要な施設・設備の更新等の

他、鉄道駅のバリアフリー化やＬＲＴシステムの整備につ

いても「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」などに

より引き続き、必要な支援を行って参ります。 

１０．（前略） 

また、「地域公共交通確保維持改善事業」について、地方鉄

道の維持・活性化、バリアフリー化、ＬＲＴの導入等の幅広い

施策を含めた補助制度として拡充を図っていただくこと。 
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【国労東海本部要請事項】 
11. 駅の無人化を見直し、全ての利用者が同じサービス
の提供を 受けられるよう行政から強く指導していただ
くこと。 

 
【国労西日本本部要請事項】 
（無人駅部分に係る内容） 
12．（前略） 

ＪＲ西日本金沢支社は 2030 年までに北陸エリアの在
来線で新たに 37 駅を無人駅にすると発表しました。現
在エリア内に 
140 駅、内 77 駅が無人駅であり、10 年後には 114 駅にな
り 8 割が無人駅となります。2017 年の会社データでＪＲ
西日本全体では 1200 駅の約 56.5％の 677 駅が無人駅
で、線区を問わず省人化・機械化導入により毎年無人駅化
が進められ、「駅のトラブ ル・異常時の対応。無人駅に
よる安全・サービス低下。列車遅延など情報伝達・対応
が出来ない。防犯上の不安、介助の必要な高齢者、障が
い者への影響。交通弱者の不便さ。駅は街づくりの拠点
であり地域活性化の影響」など、これ以上の会社施策は
公共交通機関としての役割と鉄道の安全を確保する上で
大きな問題であると考えます。地域やすべての利用者の
安全・安心を確保する立場で、国土交通省として「駅の
無人化への規制と有人化の推進、ワンマンではなく運転
士・車掌が乗務し安全・  安心の鉄道輸送を構築する
こと」を鉄道事業者にご指導願いたい。 

 
 
 
（答） 

○ 障害者差別解消法に基づき、鉄道の利用において、合理
的な配慮により、障害のある方とない方の取扱いを可能
な限り同様なものとしていくためには、鉄道事業者にお
いて、障害者をはじめとする駅利用者の利用実態をしっ
かり把握した上で、必要な設備や対応体制を整備するこ
とが重要と認識しております。 

 
○ 鉄道事業者が駅を無人化する場合においては、障害者
の利用実態を踏まえた上で、ＩＴを活用した遠隔監視に
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よる見守りや介助要員の派遣体制の整備等の取組により
可能な限りの対応を行い、合理的配慮の提供を実施して
いくことが重要であり、鉄道事業者に対しても、サポー
トスタッフによる各駅のこまめな巡回とそのために必要
な人員の確保等を指導しているところです。 

 
○ 国土交通省としては、引き続き、鉄道事業者に対し、障

害者をはじめとする利用者の声に真摯に耳を傾けると
ともに、必要に応じた対応体制の見直しや利便性向上の
取組を進めるよう、しっかりと指導し、無人駅を含め、
いずれの駅においても障害者が安全かつ円滑に利用で
きるようにバリアフリー化の推進を図ってまいります。 

 
 

  

（答） 
〇 列車のワンマン運転に関しては、「鉄道に関する技術上の

基準を定める省令」において、列車出発時の事故防止に加

えて、ワンマン運転の実施にあたっては、 

 ワンマン運転列車に必要な車両設備を設けること 

 乗降時の旅客の安全及び異常時の旅客の避難誘導に

支障を及ぼすことがないこと 
などの基準を設けて、これに基づいて安全を確保するよう
事業者を指導しております。 

 
〇 列車のワンマン運転の実施にあたっては、各鉄道事業者

によって運行頻度、速度、施設の状況、地形、気候等の自

然条件等が異なることから、輸送の安全確保に責任を負

う鉄道事業者が、これらの個別の条件等を十分に踏まえて、安

全上最適な方法を定めて実施することが適当であると考

えております。 

１２．利用者の安全・安心を確保するため、「ワンマンではなく運

転士・車掌が乗務し安全・安心の鉄道輸送を構築すること」を

鉄道事業者にご指導願いたい。 
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○ 国土交通省としてはこのような対策を講じることによっ

て、輸送の安全を確保していただきたいと思っておりま

すが、その実施状況について保安監査等においても、日

頃の安全確保が確実に行われているか、しっかり指導監

督して参ります。 

 
 

  

 
（答） 
〇  駅ホームにおける旅客の安全確保は非常に重要であ

り、旅客の転落を防止するため、ホームドアの整備や

車両とホームとの段差・すき間の解消等の取り組みを進

めてきたところです。 
 

 

〇  この他、ホーム上の係員の配置についても旅客の転落

を防 止するための重要な要素であると考えております。 
 

 

○ 係員の配置については、個々の駅の利用状況や設備の

状況を鑑みながら、鉄道事業者で適切に対応する必要が

ありますが、転落事案の多い駅については、一般論として、

必要に応じて、取り組みを見直す必要があると考えておりま

す 

 

し     ぎ    
の 

１３．学研都市線（片町線） 鴫野駅における乗降時の車両とホ 

ームとのすき間への転落を防止するために、ホームへの係員

の適正な配置を含め、抜本的安全対策を講じるよう、改めて

ご指導願いたい。 
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○ 本件については、転落事案が多いことから、ＪＲ

西日本において、 

• 隙間ゴムの設置 

• ラッシュ時間帯における係員の配置 

• エスカレーターを上下逆方向にすることによる分

散乗車等が進められていると聞いておりますが、国土

交通省といたしましても、安全に遺漏無きよう、引き

続きＪＲ西日本を指導して参ります。 

 

 

（回答） 
 
○ ＪＲ西日本において、鉄道車両の検査周期を「８０万ｋｍから

１６０万ｋｍ」への延伸を目指し、安全性の検証の実施

を検討していることは承知しております。 
 

○ 当然のことながら、定期検査の適切な実施は鉄道の
安全確保に最も重要であり、今回、ＪＲ西日本で検討し
ている鉄道車両の検査周期の延伸については、国土交通
省においてもその内容を厳しく確認してまいります。 

 
１４．検査規制の緩和に伴い、車両の検査周期を「８０万ｋｍ

から１６０万ｋｍ」に延伸するとされています。ＪＲ西日本

管内でも国労として会社に福知山線事故や新幹線台車

亀裂事故からも慎重にすべき何かあれば取り返しがつ

かないことになると指摘をしています。車両に限らず他の

系統でも検査周期の延伸が行われていますが、車両故

障、設備故障などによる輸送障害も多発している現状に

あり、安全を保てる実態に即した検査周期の見直しの検

討を要請します。 
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（答） 
○ 整備新幹線の開業に伴いＪＲから経営分離された並行在

来線につきましては、地域の力で維持することが基本

と考えております。一方で、並行在来線事業者の厳しい経

営環境に鑑み、これまでも、国においては様々な経営支援

のための措置を講じているところです。 
 
 

○ また、ＪＲの人的支援等の協力・支援体制につきまして

は、これまでもＪＲ旅客会社と並行在来線事業者との協

議により決定・実施されてきているものと承知しております。 
 
 

○ 国土交通省としては、並行在来線の安全で安定的な運

行や、並行在来線事業者の創意工夫による旅客サービス

の向上を通じた誘客強化が図られるよう、必要に応じて、

関係者と連携して対応してまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 
15．北陸新幹線の開業によって経営分離された並行在来線で 
は、開業以来厳しい状況が続いており、今後も事業の黒字

化は見通せない状況にあります。さらに２０２３年には敦賀

まで延伸されますが、並行する在来線は第三セクター会社

に移管され開業年度から赤字と予測されています。国民の

足を守り活性化させる立場から、国からの支援・強化策を

出していただき、ＪＲ会社にも安全運行と利便性向上に向

けた支援策を講じるようご指導願いたい。 
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16 公共交通機関における身体障がい者の方への割引制度の

導入に比して、精神障がい者の方への割引制度は遅れて

います。とりわけ、全てのＪＲ会社で未だに精神障がい

者の方への割引制度が導入されておりません。2016 年

４月施行の障がい者差別解消法の理念である「全ての国民

が障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人

権と個性を尊重しあいながら強制する社会の実現」の趣旨

を生かしながら、ＪＲ各社への精神障がい者割引制度導入

に向けてご尽力いただきたい。 

 

 

(答) 

〇 障害者の方に対する運賃割引については、割引による減収を

他の利用者の負担によって賄うという考えのもと、鉄道事

業者の自主的な判断により行われております。 

 

〇 鉄道局としては、精神障害者割引の実施状況について、鉄道事

業者に幅広く周知するなど、今後とも引き続き、精神障害

者割引の導入について、理解と協力を求めて参ります。 

 

 

 

 

 


